
の方へ、喪失月の翌月下旬に給付金（年金・一時金）の手続きに関する書類を資格喪

失届に記載の住所宛に発送いたします。

３．基金業務スケジュールについて

令和 3年 5月分の届書の締切日　　　　　　　　令和 3年 6月10日（木）
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（令和3年4月30日現在） 加 入 者 数

いたします。資格取得届・喪失届等について、届出もれ等がないかご確認ください。

人

１．４月分の届出の通知書について

令和3年5月10日受付分までの「加入者資格取得届・喪失届」等の決定通知書を送付

なお、令和3年5月11日以降の受付分につきましては、翌5月分の処理となります。

２．資格喪失者への給付金手続きのご案内について

ご不明な点等ございましたら、業務課（電話：03-5809-3189）までご連絡ください。
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電子基金

発行日 3

東 京 都 千 代 田区 岩本 町 3-5-5

企 業 年 金 基 金 の 概 況 実施事業所数 187 社

令 和

( 0 3 - 5 8 0 9 - 3 1 8 8 ）

5

企業年金基金ニュース 発行者 電子情報技術産業企業年金基金

年 月

　　新型コロナウイルス感染症の感染リスクの低減、感染拡大の防止等の観点から
　　当面の間、下記のようにさせて頂きます。

　　　　平日：午前１０時～午後４時（土日・祝日はお休みとなっております。）

　　ご迷惑をお掛けいたしますが、ご理解ご協力の程お願い申し上げます。

18 日

≪電子基金の業務時間≫

年金受給者数 353 人

22,157

Ｎｏ．38 岩本町三丁目ビル5階

令和3年4月分喪失者は、令和3年5月下旬の発送となります。

令和 3年 5月分掛金納入告知書等発送日　　　　令和 3年 6月18日（金）

加入者期間が3年以上（資格取得時年齢が62歳以上の場合は1ヶ月以上）の資格喪失者


